
平成２８年度 北海道の人事行政運営状況
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北海道の人事行政の運営状況について

１ 任用

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年４月１日現在 単位：人）

区分 職 員 数 対前年
主 な 増 減 理 由

部門 平成２７年 平成２８年 増減数

一 議 会 69 69 0

総務企画 2,214 2,191 △ 23 採用・退職による新陳代謝

般 税 務 715 707 △ 8 採用・退職による新陳代謝

民 生 1,120 1,147 27 採用・退職による新陳代謝

行 衛 生 1,807 1,800 △ 7

労 働 372 361 △ 11 採用・退職による新陳代謝

政 農林水産 3,788 3,693 △ 95 採用・退職による新陳代謝

商 工 441 450 9 採用・退職による新陳代謝

部 土 木 2,315 2,230 △ 85 採用・退職による新陳代謝

門 小 計 12,841 12,648 △ 193

(653) (690)

特部 教 育 46,570 46,378 △ 192 学級数の減に伴う教員等の減少

別門 警 察 11,921 11,940 19

行

政 小 計 58,491 58,318 △ 173

(269) （315） 46

公会 病 院 840 834 △ 6 採用・退職による新陳代謝

営計 下 水 道 7 11 4 採用・退職による新陳代謝

企部 そ の 他 90 89 △ 1 採用・退職による新陳代謝

業門

等 小 計 937 934 △ 3

( 11) ( 16)

合 計 72,269 71,900 △ 369

(933)

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又

は非常勤職員を除いています。

２ （ ）内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

(2) 職員の採用及び退職等の状況（平成２８年度）

【知事部局等】 （単位：人）

区 分 離 職
採 用

退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 536 331 158 9 146 0 1 0 645

医 療 職 128 44 19 2 86 0 0 0 151

技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 0

教 育 職 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合 計 664 375 177 11 232 0 1 0 796
（構成比） (47.1) (22.2) (1.4) (29.1) (0.0) (0.1) (0.0)
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【教育委員会】

区 分 離 職
採 用

退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 192 121 18 1 86 0 0 0 226

医 療 職 3 0 1 0 9 0 0 0 10

技能労務職 0 20 1 0 1 0 0 0 22

教 育 職 1,182 843 146 26 741 0 6 1 1,763

合 計 1,377 984 166 27 837 0 6 1 2,021
（構成比） (48.7) (8.2) (1.3) (41.4) (0.0) (0.3) ( 0.1)

【警察本部】

区 分 離 職

採 用 退 職 免 職
合 計

職 種 定年 勧奨 死亡 自己都合･その他 分限 懲戒 失職

一般行政職 65 27 7 1 30 0 0 0 65

医 療 職 2 0 0 0 1 0 0 0 1

技能労務職 0 0 0 0 0 0 0 0 0

警 察 職 541 259 38 7 234 1 4 0 543

合 計 608 286 45 8 265 1 4 0 609
（構成比） (47.0) (7.4) (1.3) (43.5) (0.2) (0.7) (0.0)

(注）１ 「一般行政職」欄には、他に区分されない職種を含めています。

２ 知事部局等に、教育委員会、道警本部以外の各種委員会分を含めています。

３ 再任用職員を含みません。

(3) 障害者の雇用状況 （各年６月１日現在）

平成２７年度 平成２８年度

区 分 ①対象職員数 ②障害者数 ③実雇用率 ④不足数 ⑤法定雇用率 ①対象職員数 ②障害者数 ③実雇用率 ④不足数 ⑤法定雇用率

知事部局 13,059人 337.5人 2.58％ 0人 2.3％ 13,031人 350.5人 2.69％ 0人 2.3％

企業局 88人 2人 2.27％ 0人 2.3％ 89人 2人 2.25％ 0人 2.3％

道議会事務局 69人 2人 2.90％ 0人 2.3％ 69人 2人 2.90％ 0人 2.3％

監査委員事務局 49.5人 1人 2.02％ 0人 2.3％ 49.5人 1人 2.02％ 0人 2.3％

警察本部 1412.5人 31人 2.19％ 1人 2.3％ 1,428人 35人 2.45％ 0人 2.3％

教育委員会 30,453人 618人 2.03％ 51人 2.2％ 30,295人 623人 2.06％ 43人 2.2％

（注）１ ①欄の「対象職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる

職員数です。

２ ②欄の「障害者数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員（週所定労働時間20時間以

上30時間未満）以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウ

ントを行い、短時間勤務職員については法律上、１人を0.5 人に相当するものとして0.5 カウントしています。

３ ④欄の「不足数」とは、①欄の「対象職員数」に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）から②欄の「障害者

の数」を減じて得た数であり、④欄の「不足数」が０となることをもって法定雇用率達成となります。

したがって、③欄の「実雇用率」が法定雇用率を下回っていても、不足数が０となることがあり、この場合は法定雇用率達

成となります。
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２ 人事評価

地方公務員法に基づき、各任命権者において、人事評価（任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、

職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価）を実施して

おりますが、代表として知事部局の概要を掲載します。

(1) 実施方法

能力評価及び業績評価を「人事評価記録書」を用いて行いました。

人
能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を評

事
価（評価期間：１０月１日～９月３０日）

評

価
業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上

の業績を評価（評価期間：４月１日～９月３０日、１０月１日～翌年３月３１日）

なお、能力評価は評価項目ごとに、業績評価は業務目標ごとに、それぞれａから eまでの５段階で個別に評価した

うえで、能力評価又は業績評価の結果をＡからＥまでの５段階で総括的に評価しました。

(2) 対象職員（被評価者）

人事評価は次の掲げる職員以外の一般職の職員を対象に実施しました。

①非常勤職員及び臨時職員

②他の団体等への派遣職員等人事評価の実施が困難である職員

(3) 評価者

別表のとおり対象職員の直近上位の管理職員を１次評価者とし、その上位の管理職員を２次評価者として行いまし

た。

(4) 研修の実施

①新任主幹級職員に対して、評価能力向上のための「人事評価者研修」を実施しました。

②制度の周知を図るため、職場研修の必須項目として「人事評価研修」を実施しました。

(5) 評価結果の開示等

人事評価の結果は原則として、被評価者に開示を行うとともに、評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行

うものとしました。

(6) 評価結果の活用

人事評価の結果は、勤勉手当の成績区分及び昇給区分の判定、昇任、分限処分の契機として活用しました。

（ 別 表 ）

被 評 価 者 １ 次 評 価 者 ２ 次 評 価 者

本庁部長、（総合）振興局長 副知事 ―

本庁部次長等 部長 副知事

本庁課長等 部次長等 部長

本庁主幹、主任技師等 課長等 部次長等

（総合）振興局副局長等 （総合）振興局長 副知事

（総合）振興局部長等 （総合）振興局副局長 （総合）振興局長

（総合）振興局課長等 （総合）振興局部長 （総合）振興局副局長

出先機関の長等（特に困難な出先の長級以上） 所管部長等 副知事

出先機関の次長、部長、副所長等（本庁課室長級以上） 出先機関の長又は部次長 所管部長等

出先機関の課長、出張所長等（総括普及指導員級以下） 出先機関の次長、部長、副所長等 出先機関の長又は部次長

本庁の職員（上記以外） 本庁主幹等 本庁課長等

（総合）振興局の職員（上記以外） （総合）振興局課長等 （総合）振興局部長等

出先機関の職員（上記以外） 出先機関の管理職員 出先機関の長等
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３ 給与

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

区 分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）
Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ） 26年度の人件費率

２７年度 28.1.1 千円 千円 千円 ％ ％
5,376,211 人 2,401,326,406 4,595,618 637,558,726 26.6 26.7

(2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

区 分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ Ｂ／Ａ

２８年度 千円 千円 千円 千円 千円
70,575人 300,763,257 63,309,079 118,889,406 483,425,638 6,849
（1,360人） （2,258,492） （205,404） （459,247） （2,459,247） （1,808）

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。

２ 給与費は補正後の予算に計上された額です。

３ （ ）内は、再任用短時間勤務職員で、外書きです。

(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

区分 北 海 道 国

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均俸給月額 平均給与月額 平均年齢

一般行政職 333,085 円 376,436円 44.8歳 331,816 円 410,984円 43.6歳

教育職（中・小） 368,851円 400,292円 43.3歳

教育職（高校） 379,434円 410,464円 44.7歳

警 察 職 313,287円 356,526円 38.3歳 315,764円 371,411円 41.3歳

（注）１ 平均給与月額は、給料の月額、扶養手当、管理職手当、地域手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手

当（基礎額）、特地勤務手当、へき地手当、寒冷地手当（年額の 1/12）の合計額です。

２ 教育職（中・小）及び教育職（高校）については、国に対応する給料表がありません。

３ 道においては、給料月額の３％～７％、管理職手当の８％～ 10 ％の独自縮減を実施しており、上記月額は

縮減後の額です。

(4) ラスパイレス指数の状況（平成２８年４月１日）

北海道職員の一般行政職の給与水準は、国家公務員を 100としたラスパイレス指数でみると、都道府県の平均 100.3

に対して 98.7となっています。

(5) 職員の初任給の状況（平成２８年４月１日）

北海道 国
区 分

決 定 初 任 給 決 定 初 任 給

一般行政職 大学卒 176,700円 176,700円

高校卒 144,600円 144,600円

教 育 職 大学卒 197,900円
（中・小）

高校卒 153,600円

教 育 職 大学卒 197,900円
（高 校）

高校卒 153,600円

警 察 職 大学卒 197,500円 205,200円

高校卒 166,700円 166,700円
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(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在）

区 分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年

一般行政職 大学卒 250,262円 304,351円 355,235円

高校卒 213,953円 258,658円 306,516円

教育職（中・小） 大学卒 299,244円 356,187 円 393,129円

教育職（高 校） 大学卒 299,585円 356,929円 399,201円

警 察 職 大学卒 274,500円 333,033円 380,736円

高校卒 248,056円 291,223円 343,936円

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合における採用後の年数をいうものです。

(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２８年４月１日現在）

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標 準 的 な 主事 主事 主任 本庁の主査 本庁の主幹 本庁の主幹
職 務 内 容 技師 技師 (総合)振興 (総合)振興 (総合)振興局

局の係長 局の課長 の課長
(総合)振興
局の出張所長

職 員 数 1,543人 1,058人 1,526人 7,162人 1,497人 1,415人

構 成 比 10.3％ 7.1％ 10.2％ 47.7％ 10.0 ％ 9.4％

１ 年 前 の 8.1％ 6.0％ 11.7 ％ 47.7％ 10.0％ 11.3％
参 構 成 比

考 ５ 年 前 の 3.4％ 5.0％ 19.5％ 39.5％ 16.5％ 11.5％
構 成 比

区 分 ７級 ８級 ９級 10級 計

標 準 的 な 本庁の課長 本庁の課長 本庁の部次長 本庁の部長
職 務 内 容 (総合)振興局 (総合)振興局 (総合)振興局

の部長 の部長 長
(総合)振興局
の室(次)長

職 員 数 376人 270人 147人 13人 15,007人

構 成 比 2.5％ 1.8％ 1.0％ 0.1％ 100％

１ 年 前 の 2.2％ 1.7％ 1.1％ 0.1％ 100％
参 構 成 比

考 ５ 年 前 の 1.6％ 2.1％ 0.9％ 0.1％ 100％
構 成 比

（注）１ 北海道職員給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(8) 昇給の状況（平成２８年１月１日～）

昇給は、勤務実績に基づき昇給区分を決定している。

区分 極めて良好 特に良好 良好 やや良好でない 良好でない

本庁課長級以上 高齢層職員 ２号俸 １号俸 昇給しない

上記以外 ８号俸 ６号俸 ３号俸 ２号俸 昇給しない

一般職員 高齢層職員 ２号俸 １号俸 昇給しない

上記以外 ８号俸 ６号俸 ４号俸 ２号俸 昇給しない

※高齢層職員とは、４月１日現在で５５歳を超えて在職する職員をいう。
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(9) 職員手当の状況

区 分 北 海 道 国

（２８年度支給割合） （２８年度支給割合）

期末手当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部 一般職員 特定幹部

６月期 1.225 月分 1.025 月分 0.85 月分 1.05 月分 ６月期 1.225 月分 1.025 月分 0.80 月分 1.00 月分

(0.65)月分 (0.55)月分 (0.40)月分 (0.50)月分 (0.65)月分 (0.55)月分 (0.375)月分 (0.475)月分

勤勉手当 12月期 1.375 月分 1.175 月分 0.85 月分 1.05 月分 12月期 1.375 月分 1.175 月分 0.90 月分 1.10 月分

(0.8)月分 (0.7)月分 (0.40)月分 (0.50)月分 (0.8)月分 (0.7)月分 (0.425)月分 (0.525)月分

計 2.60 月分 2.20 月分 1.70 月分 2.10 月分 計 2.60 月分 2.20 月分 1.70 月分 2.10 月分

(1.45)月分 (1.25)月分 (0.80)月分 (1.00)月分 (1.45)月分 (1.25)月分 (0.80)月分 (1.00)月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職段階別加算 5～ 20% 役職段階別加算 5～ 20%

管理職加算 10～ 25% 管理職加算 10～ 25%

（28年４月１日現在） （28年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

退職手当 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825月分

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 勤続 35年 41.325月分 49.59月分

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職(2～ 30%加算) 定年前早期退職(2～ 45%加算)

退職時特別昇給 退職時特別昇給

なし なし

（注） 期末手当、勤勉手当の項中の（ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。

.

支給対象地域 札幌市 東京都特別区 大阪府大阪市 愛知県名古屋市 医 師

地域手当

支 給 率 3％ 20％ 16％ 15％ 16％

平成 28年

４月１日 支給対象職員数 21,529人 57人 2人 2人 154人

現在

国の制度(支給率) 3％ 20％ 16％ 15％ 16％

区 分 全 職 種

特殊勤務 職員全体に占める手当支給職員の割合 36.7％

手 当

支給職員１人当たり平均支給月額 14,800 円

平成 28年

４月支給 手当の種類（手当数） 46種類

実績

代表的な手当の名称 医学研究調査手当、税務手当、職業訓練手当、

社会福祉業務手当、教員特殊業務手当

教育業務連絡指導手当、作業手当、夜間特殊業務手当
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支 給 実 績 （ 平 成 ２ ７ 年 度 決 算 ） ７，７６８，９８７ 千円

時 間 外
職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） ２９８ 千円

勤務手当
支 給 実 績 （ 平 成 ２ ６ 年 度 決 算 ） ７，７９９，３６６ 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） ２９４ 千円

（平成２８年４月１日現在）

区 分 内容及び支給単価 国の制度との異同 国の制度と異なる内容

扶養手当 扶養親族のある職員に支給。 同

（月額：配偶者 13,000円、扶養親族

１人 6,500円～ 11,500円）

住居手当 借家等に居住する職員又は単身赴任している職 同

員の配偶者等が借家等に居住している場合に支

給。

（月額 27,000円以内）

通勤手当 通勤のために交通機関を利用、又は交通用具を 異 交通用具使用者に係る通勤手当額

使用している職員に支給。 について、5km 以上 10km 未満の

（交通機関：月額 55,000円以内 区分

交通用具：月額 31,600円以内） 【道】4,600円 【国】4,200円

(10) 給与独自縮減の状況

道では厳しい財政状況にかんがみ、平成 11年より独自縮減措置を実施しており、平成 28年度以降は次のとおり給

与を縮減して支給しています。

項 目 縮 減 の 内 容

給 料 月 額 区分 H28～ H29

課長相当職以上 ▲ 7％

主幹相当職 ▲ 3％

管 理 職 手 当 区分 H28～ H29

課長相当職以上 ▲ 10％

主幹相当職 ▲ 8％
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４ 勤務時間その他の勤務条件

(1) 勤務時間の状況（平成２８年４月１日現在）

① １日の勤務時間

一般の職員 教育職員 警察職員

７時間４５分 ７時間４５分 ７時間４５分

② 職員の一般的な勤務時間

開始時間 終了時間 休憩時間

８時４５分 １７時３０分 １２時００分 ～ １３時００分

(2) 職員の年次有給休暇の使用状況（平成２８年１月１日～平成２８年１２月３１日）

【知事部局】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

136,250日 12,832人 10.6日

【教育委員会】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

197,178日 14,507 人 13.6日

【警察本部】 総使用日数(ａ) 全対象職員数(ｂ) 平均使用日数(ａ)/(ｂ)

111,482日 11,374人 9.8日

（注） 全対象職員数とは、平成 28 年１月１日から平成 28 年 12 月 31 日までの全期間に在職した一般職員（教

育委員会においては、市町村立学校等に勤務する道費負担の職員を除く）に限り、当該期間の中途に採用

された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業、休職の事由がある職員並びに派遣職員を除くもの

とし、それらの職員を除いた職員の使用した年次有給休暇の合計数を総使用日数としています。

(3) 特別休暇等の状況 （平成２８年４月１日現在）

種 類 付与日数

１ 公民権行使休暇 必要と認められる期間

２ 官公署出頭休暇 必要と認められる期間

３ 骨髄移植等休暇 必要と認められる期間

４ ボランティア休暇 ５日以内

５ 結婚休暇 ５日以内

６ 妊娠障害休暇 １４日以内

７ 産前休暇 産前８週間から必要期間

８ 産後休暇 産後８週間

９ 育児休暇 １日２回合わせて２時間
以内

10 生理休暇 １回につき３日以内

11 配偶者出産休暇 ３日以内

12 育児参加休暇 ５日以内

13 子の看護休暇 ５日以内（子が２人の場合

は１０日以内、３人以上の

場合は１５日以内）

14 短期介護休暇 ５日以内（要介護者が２人

以上の場合は１０日以内）

15 忌引休暇 １～７日以内

16 法要祭日休暇 １日以内

17 夏季休暇 ７～９月で３日以内

18 リフレッシュ休暇 勤続３０年 ３日以内
勤続２０年 ２日以内

19 住居滅失休暇 ７日以内

20 災害事故休暇 必要と認められる期間

21 災害時退勤休暇 必要と認められる期間
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(4) 介護休暇の取得状況（平成２８年度中） （単位：人）

要 介 護 者 数（職員との続柄別）
介護休暇
取得者数 計 配偶者 父 母 子 配偶者 祖父母 兄 弟 孫 その他

の父母 姉 妹

男性職員 ２２ ２２ ２ １２ ８ ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ２９ ２９ ２ ２２ ３ ２ ０ ０ ０ ０

計 ５１ ５１ ４ ３４ １１ ２ ０ ０ ０ ０

休暇の取得形式

計 全日型中心 時間型中心 その他

男性職員 ２２ １４ ８ ０

女性職員 ２９ ２２ ７ ０

計 ５１ ３６ １５ ０

承 認 期 間

計 １月以下 １月超え ２月超え ３月超え ４月超え ５月超え
２月以下 ３月以下 ４月以下 ５月以下

男性職員 ２２ １６ １ ０ １ ０ ４

女性職員 ２９ １９ １ ０ ０ １ ８

計 ５１ ３５ ２ ０ １ １ １２
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５ 休業

(1) 育児休業等の利用状況（平成２８年度）

① 育児休業及び育児のための部分休業並びに育児短時間勤務の取得者数 （単位：人）

平成２８年度中に新たに育児休業等が取得可能となっ
育児休業 部分休業 育児 た職員

短時間勤務 （育児休業等 うち育児休 うち部分休 うち育児
取得者数 取得者数 取得者数 対象者数） 業取得者数 業取得者数 短時間勤務

取得者数

男性職員 ３１ １ １
１，２１６ １７ ０ ０

４ １ ０

女性職員 ５５３ ８９ ２２
５２４ ４９９ １３ ５

７９７ ７４ １５

計 ５８４ ９０ ２３
１，７４０ ５１６ １３ ５

８０１ ７５ １５

（注）１ 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者」、「育児短時間勤務取得者数」欄の上段には平成 28 年度に新たに育児休業

（部分休業又は育児短時間勤務）を取得した者、下段には育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）の期間が平成 27 年

度以前から 28年度にかけて引き続いている者の数です。

２ 「育児休業取得者数」、「部分休業取得者」、「育児短時間勤務」欄の上段の平成 28 年度に新たに育児休業（部分休業

又は育児短時間勤務）を取得した者の数には「平成 28 年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員で育児休業（部

分休業又は育児短時間勤務）を取得した者」と「平成 27 年度以前に育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）が取得可

能となったが、平成 28年度に新規に育児休業（部分休業又は育児短時間勤務）を取得した者」の両方が含まれますので、

「平成 28年度中に新たに育児休業等が取得可能となった職員」の「うち育児休業取得者数」、「うち部分休業取得者数」、

「うち育児短時間勤務取得者数」の各々と必ずしも一致するわけではありません。また下回ることもありません。

② 育児休業及び部分休業並びに育児短時間勤務の承認期間（平成２８年度中に新たに育児休業（部分休業又は育児

短時間勤務）を取得した職員について）

(ｱ)育児休業承認期間 （単位：人）

育 児 休 業 承 認 期 間

６月以下 ６月超え １年超え１ １年６月超 ２年超え２ ２年６月超 合 計
１年以下 年６月以下 え２年以下 年６月以下 え

男性職員 １４ １７ ０ ０ ０ ０ ３１

女性職員 ２５ １１８ １１４ １０４ ６０ １３２ ５５３

計 ３９ １３５ １１４ １０４ ６０ １３２ ５８４

(ｲ)部分休業承認期間

部 分 休 業 承 認 期 間

１年以下 １年超え ２年超え ３年超え ４年超え ５年超え 合 計
２年以下 ３年以下 ４年以下 ５年以下

男性職員 １ ０ ０ ０ ０ ０ １

女性職員 ７１ ７ ３ １ ７ ０ ８９

計 ７２ ７ ３ １ ７ ０ ９０

１日の部分休業取得期間（平均）

30分以下 30分超え 60分超え 90分超え 合 計
60分以下 90分以下

男性職員 ０ ０ １ ０ １

女性職員 １２ ３７ ５ ３５ ８９

計 １２ ３７ ６ ３５ ９０

(ｳ)育児短時間勤務承認期間

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 期 間

３月以下 ３月超え ６月超え ９月超え 合 計
６月以下 ９月以下

男性職員 ０ ０ １ ０ １

女性職員 ４ ２ ２ １４ ２２

計 ４ ２ ３ １４ ２３
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(2) 自己啓発等休業の利用状況（平成２８年度）

① 自己啓発等休業の取得者数 （単位：人）

自己啓発等休業 大学等 国際貢献

取得者数 課程の履修 活動

男性職員 ２ ２ ０

０ ０ ０

女性職員 ５ ４ １

３ ３ ０

計 ７ ６ １

３ ３ ０

（注）１ 「自己啓発等休業取得者数」、「大学等課程の履修」及び「国際貢献活動」欄の上段には平成 28 年度中に新たに自己啓

発等休業を取得した者、下段には自己啓発休業の期間が平成 27年度以前から 28年度にかけて引き続いている者の数です。

① 自己啓発等休業の承認期間（平成２８年度中に新たに自己啓発等休業を取得した職員について）

（単位：人）

自己啓発等休業承認期間

１年以下 １年超え ２年超え 合 計

２年以下 ３年以下

男性職員 １ １ ０ ２

女性職員 ３ ２ ０ ５

計 ４ ３ ０ ７

(3) 配偶者同行休業の利用状況（平成２８年度）

① 配偶者同行休業の取得者数 （単位：人）

配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する理由

配偶者同行休業 事業経営その他 外国の大学
外国での

取得者数 個人が業として における その他
勤務

行う活動 修学

男性職員 １ １ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ０ ０ ０ ０ ０

１ １ ０ ０ ０

計 １ １ ０ ０ ０

１ １ ０ ０ ０

（注）１ 「配偶者同行休業取得者数」、「外国での勤務」、「事業経営その他個人が業として行う活動」、「外国の大学における修

学」及び「その他」欄の上段には平成 28 年度中に新たに配偶者同行休業休業を取得した者、下段には配偶者同行休業の期

間が平成 27年度以前から 28年度にかけて引き続いている者の数です。

② 配偶者同行休業の承認期間（平成２８年度中に新たに自己啓発休業を取得した職員について）

（単位：人）

自己啓発休業承認期間

１年以下 １年超え ２年超え 合 計

２年以下 ３年以下

男性職員 ０ １ ０ １

女性職員 ０ ０ ０ ０

計 ０ １ ０ １



- 12 -

(4) 修学部分休業の利用状況（平成２８年度）

① 修学部分休業の取得者数（単位：人）

修学部分休業

取得者数

男性職員 ０

０

女性職員 ０

０

計 ０

０

（注）１ 「修学部分休業取得者数」の上段には平成 28 年度中に新たに修学部分休業取得した者、下段には修学部分休業の期

間が平成 27年度以前から 28年度にかけて引き続いている者の数です。

② 修学部分休業の１週間の取得時間（平均）（平成２８年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）

（単位：人）

修学部分休業の１週間の取得時間（平均）

５時間以下 ５時間超え 10時間超え 15時間以下 合 計

10時間以下 15時間以下 20時間以下

男性職員 ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０

(5) 高齢者部分休業の利用状況（平成２８年度）

① 高齢者部分休業の取得者数（単位：人）

高齢者部分休業

取得者数

男性職員 ０

０

女性職員 ０

０

計 ０

０

（注）１ 「高齢者部分休業取得者数」の上段には平成 28 年度中に新たに高齢者部分休業取得した者、下段には高齢者部分休業

の期間が平成 27年度以前から 28年度にかけて引き続いている者の数です。

② 高齢者部分休業の１週間の取得時間（平均）（平成２８年度中に新たに修学部分休業を取得した職員について）

（単位：人）

高齢者部分休業の１週間の取得時間（平均）

５時間以下 ５時間超え 10時間超え 15時間以下 合 計

10時間以下 15時間以下 20時間以下

男性職員 ０ ０ ０ ０ ０

女性職員 ０ ０ ０ ０ ０

計 ０ ０ ０ ０ ０
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６ 分限及び懲戒（平成２８年度）

(1) 分限処分事由別分限処分者数 （単位：人）

区 分 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績が良くない場合
（法第２８条第１項第１号） 0 0 0 0 0

心身の故障の場合
（法第２８条第１項第２号、第２項第１号） 0 0 1,051 0 1,051

職に必要な適格性を欠く場合
（法第２８条第１項第３号） 0 1 0 0 1

職制等の改廃等により過員等を生じた場合
（法第２８条第１項第４号） 0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合
（法第２８条第２項第２号） 0 0 1 0 1

条例に定める事由による場合
（法第２７条第２項） 0 0 0 0 0

合 計 0 1 1,052 0 1,053

法第２８条第４項により失職した者 0

（注）１ 法とは地方公務員法をいいます。

２ 対象職員は、一般職に属するすべての職員です。

３ 分限処分者数

ア 条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員のうち、分限処分に準ずる措置が行われたものは、便宜上

分限処分に付された者としています。

イ 平成 27年度中に休職期間が更新された者を新たに休職処分に付された者とみなしています。

ウ 失職制度は広義の分限として位置付けられるものであるため、欠格条項に該当する者を分限処分に付さ

れた者とみなしています。

エ 休職処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数です。

(2) 懲戒事由別懲戒処分者数 （単位：人）

区 分 戒告 減給 停職 免職 合計

法令違反
（法第２９条第１項第１号） 0 3 0 2 5

職務上の義務違反又は怠慢
（法第２９条第１項第２号） 13 11 1 0 25

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第２９条第１項第３号） 59 45 19 9 132

合 計 72 59 20 11 162

７ 服務規律の遵守に関する取組（平成２８年度）

任 命 権 者 取 組 その内容 周知方法等

全任命権者 公務員倫理 倫理条例等の周知徹底及 職員向け情報サイトを通じた情報提供
び倫理感の保持かん養等 公務員倫理研修の実施等

全任命権者 綱紀保持等 綱紀の厳正な保持の周知 通達の施行等
徹底



- 14 -

８ 職員の退職管理

本庁課長級以上の職にあった職員が、退職後２年間のうちに再就職した場合には、北海道職員の退職管理に関する条

例第３条の規定により、道への届出を義務付けており、届出のあった再就職の状況については、次のとおりです。

再就職の状況（平成２８年度）

再 就 職 先 知 事 部 局 教育委員会 警 察 本 部

要綱適用団体 １０ ３ １

民 間 企 業 ３４ ２ １７

その他法人等 ５０ ３３ ７

（注）１ 要綱適用団体～ 「北海道職員の退職管理に関する取扱要綱」で定める、次のいずれかに該当する団体に

再就職した者

①基本財産、資本金等に占める道の出捐金又は出資金の割合が２５％以上

ただし、道からの補助金等がない団体にあっては、５０％以上である団体

②道の交付する補助金等の額が団体の歳出規模の５０％以上である団体

２ 民 間 企 業～ 株式会社、有限会社等の民間企業に再就職した者

３ そ の 他 法 人～ 上記以外の法人、団体等へ再就職した者

９ 研修の実施状況（平成２８年度）

ア 知事部局等

研修区分 任命権者 研修名等 修了者数等

自己啓発 知事部局、企業局、議会 自主研究グループ 21グループ

事務局、 選挙管理委員会 通信教育 19人

事務局、監査委員事務局、

人事委員会事務局、連合

会区漁業調整委員会事務

局、教育委員会（学校職

員以外の職員）

職場研修 知事部局、企業局、監査 公務員倫理研修 1,134回

委員事務局、人事委員会 道政課題等研修 等

事務局、労働委員会事務

局

職場外研修 知事部局、企業局、議会 階層別研修 3,005人

事務局、 選挙管理委員会 (新採用職員研修Ⅰ 等)

事務局、監査委員事務局、 能力開発研修 1,176人

人事委員会事務局、連合 (コミュニケーション力向上研修 政策科学研修 等)

会区漁業調整委員会事務 各部研修 472人

局、教育委員会（学校職 (新任税務職員研修 等)

員以外の職員） 委託研修 (自治大学校 等) 33人

監査委員事務局 自治体監査職員事務講習会 等 11人

労働委員会事務局 専門研修 等 10人

イ 教育委員会

研修区分 研修名等 修了者数等

職場研修 学校職員以外の職員、学 公務員倫理研修、教育行政課題研修 等 441回

校職員

職場外研修 学校職員 基本研修 4,245 人

（初任段階教員研修、１０年経験者研修 等）

専門研修 8,749 人

（教育課程研究協議会、生徒指導研究協議会 等）

課題研修 238人

（学校経営研修講座 等）

派遣研修 52人

（教員長期研修派遣（大学院研修派遣） 等）

行政職員研修 649人

（新採用職員等研修、新任事務長研修 等）

学校職員以外の職員 新任指導主事研修、新任社会教育主事研修 等 64人
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ウ 警察本部

研修区分 研修名等 修了者数等

自己啓発 教育図書の推薦、紹介(全所属に配布) 全所属配布

職場研修 教養セミナー 9回

職場外研修 採用時教養研修 966人

(初任科研修 等)

各級昇任時教養研修 632人

(警部補任用科(管区担当)研修 等)

部門別任用時教養研修 182人

(生活安全任用科研修 等)

専科教養研修 1,359人

(各部門別に実施)

委託教養研修 45人

(警察緊急自動車課程警ら用無線自動車運転技能訓練 等)

その他研修 288人

(警視昇任時研修 等)

10 福祉及び利益の保護（平成２８年度）

(1) 職員の福利厚生の実施状況

任命権者 項 目 事 業 名 事 業 概 要

知事部局 職員福利厚 福利事業 各種福利厚生施設の維持管理
生・健康管
理等 職員福利厚生事務 健康・法律・退職等の相談業務やライフプランの支援等、職員

の福利厚生を促進するための事業

安全衛生管理事業 快適な職場環境を形成し、職員の健康の保持増進を図るための
職場環境測定を実施

職員健康診断事業 全職員を対象とする一般定期健康診断や特定作業従事職員を対
象とする特別健康診断等の実施

職員保健指導事業 職員の健康管理及び心とからだの健康づくりを目的とする健康
相談、健康教育、保健指導等の実施

職員公宅 共済資金住宅年賦金 地方職員共済組合が建設した職員公宅の賃借料及び購入年賦金
の支払い

職員公宅維持管理事 職員公宅の小破修繕、長寿命化を図る大型改修工事及び法令に
業 基づく各種保守点検等並びに職員公宅の一時的な不足を補うた

めの民間住宅の借り上げ

教育委員 福利厚生 公立学校教職員等退 教職員等の生涯生活設計に関する自助努力を支援することによ
会 職準備事業 り、意欲の向上や勤務能率の増進を図る

健康管理 職員健康診断事業 事務局及び道立学校職員を対象とした定期健康診断や特定作業
従事職員を対象とする特別健康診断等を実施し、職員の健康の
保持増進を図る

職員健康管理事業 事務局及び道立学校職員を対象とした職員の健康管理充実のた
めにメンタルヘルス対策や労働安全衛生管理体制の整備等を図
る

警察本部 福利厚生 生涯生活設計事業 職員が在職中はもとより退職後においても豊かで充実した人生
を送るため、各世代におけるライフステージに応じた生涯生活
設計を確立できるよう、自己啓発等を推進

健康管理 職員健康診断事業 職員を対象とする一般定期健康診断や特定作業従事職員を対象
とする特別健康診断等の実施

職員保健指導事業 職員の健康管理及び心とからだの健康づくりを目的とする健康
相談、健康教育及び保健指導等の実施
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(2)公務災害等の状況 （単位：人）

区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２７年度

認定件数 認定件数 からの増減

公務災害 ７２ ４９ △２３
知事部局

通勤災害 ３１ １５ △１６

合 計 １０３ ６４ △３９

公務災害 ４１９ ４１１ △８
教育委員会

通勤災害 ３３ ４２ ＋９

合 計 ４５２ ４５３ ＋１

公務災害 ２３２ ３２６ ＋９４
警察本部

通勤災害 １５ １３ △２

合 計 ２４７ ３３９ ＋９２



平成２８年度　人事委員会の業務状況



職　名

委員長

委　員

委　員

 

回

２　勤務条件に関する措置の要求の取扱いについて

３　平成28年度北海道行政職員採用試験最終合格者（一般行政Ａ（第１回）等）の決定及び採用
　候補者名簿の確定について

２　不利益処分についての審査請求の取扱いについて

14 平成28年11月16日

【協議事項】

１　平成28年度北海道行政職員採用試験（警察行政A（第2回）等）最終合格者の決定及び採用補
　者名簿の確定について

15 平成28年11月25日

【協議事項】

１　平成28年度北海道行政職員等採用試験（事務系B区分）最終合格者の決定及び採用補者名簿
　の確定について

【協議事項】

１　贈与等報告書の審査について

12 平成28年10月19日
【協議事項】

１　退職手当の支給制限等の処分に係る答申について

13 平成28年11月2日

【協議事項】

１　平成28年度北海道行政職員採用試験（技術系B区分）最終合格者の決定及び採用補者名簿の
　確定について

10 平成28年9月14日

【協議事項】

１　勤務条件に関する措置の要求の取扱いについて

【報告事項】

１　平成28年度北海道行政職員等採用試験（Ａ区分及びＢ区分）の申込状況について

11 平成28年9月30日

【協議事項】

１　退職手当の支給制限等の処分に係る答申について

２　平成28年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について

平成28年4月22日
【報告事項】

3 平成28年6月9日

【協議事項】

１　贈与等報告書及び所得等報告書の審査について

【報告事項】

１　平成28年度北海道行政職員採用試験（技術系A区分）の申込状況について

１　平成27年度苦情相談の処理状況について

２　平成28年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ(第１回）等）の申込状況について

３　平成28年職種別民間給与実態調査の概要について

4 平成28年6月23日
【協議事項】

１　船員等の旅費の支給に関する規則の一部改正について

5 平成28年7月15日

【報告事項】

【協議事項】

１　北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準の一部改正について

2

１　退職手当の支給制限等の処分に係る諮問について

２　平成28年職種別民間給与実態調査の結果について

6 平成28年8月8日

【協議事項】

１　平成23年（不）第１号事案及び平成23年（不）第２号事案に係る裁決について

【報告事項】

１　平成28年度北海道行政職員等採用試験（一般行政Ｃ等）の申込状況について

7 平成28年8月18日
【報告事項】

１　平成28年人事院勧告・報告の概要について

8 平成28年8月22日

【協議事項】

１　新たな職の設置に伴う人事委員会規則の一部改正等について

２　組織機構改正等に伴う人事委員会規則等の一部改正について

9 平成28年9月2日

１　組織及び運営

(1)　委員

氏　　　　名 常勤・非常勤の別 就任年月日 任期満了年月日

鍬田　信知 非常勤 平成27年4月1日 平成31年8月28日

大西　有二 非常勤 平成26年10月30日 平成30年10月29日

木下　尊氏

1

非常勤 平成29年4月1日 平成29年10月28日

(2)　委員会開催状況

開催年月日

平成28年4月8日

附　　議　　案　　件　　項　　目

【協議事項】

１　公平審査における審理補助員の指名について

【報告事項】

１　退職手当の支給制限等の処分に係る諮問について
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２　北海道職員の退職管理に関する規則の一部改正について

３　平成26年（不）第４号事案に係る裁決について

４　平成28年（不）第１号事案に係る裁決について

５　職員の任用の方法及び手続に関する規則等の一部改正について

６　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部改正について

23 平成29年3月15日

【協議事項】

１　北海道人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部改正について

【報告事項】

１　勤務条件に関する措置の要求の取下げについて

24 平成29年3月24日

【協議事項】

１　人事委員会事務局の主査以上の職にある者の任免について

２　「北海道職員等の配偶者同行休業の運用について」の一部改正について

３　北海道職員等の育児休業等に関する規則の一部改正について

４　北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正について

５　管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について

６　退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部改正について

７　北海道職員倫理規則の一部改正案に対する意見について

８　北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準等の一部改正について

９　給与改定に係る人事委員会規則等の一部改正について

10  組織機構改正等に伴う人事委員会規則の一部改正等について

11  単身赴任手当に関する規則等の一部改正について

21 平成29年2月27日

【協議事項】

１　北海道職員等の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

22 平成29年3月8日

【協議事項】

１　贈与等報告書の審査について

３　一般職の任期付職員の採用に係る承認について

４　北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正について

２　児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例案中第１条に係る意見について

３　北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見に
　ついて

４　北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

５　平成29年度北海道行政職員等採用試験実施計画について

６　北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

７　北海道病院事業条例の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例案中第３条ないし
　第５条、第７条及び第８条に係る意見について

２　平成26年（措）第４号措置要求事案に係る判定について

20 平成29年2月16日

【協議事項】

１　採用候補者名簿の失効について

【報告事項】

１　 ｢北海道職員採用セミナー｣及び｢女性のための道職員研究セミナー｣の開催について

２　北海道行政職員採用試験（総合土木A）に係る新たな採用試験の実施について

２　北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第８条第１項に規定する感染症等について

18 平成28年12月12日

【協議事項】

１　平成28年度北海道行政職員等採用試験（一般行政A（第２回）等）最終合格者の決定及び
　採用補者名簿の確定について

２　給与改定に係る人事委員会規則の一部改正等について

19 平成28年12月21日

【協議事項】

１　北海道職員等の育児休業等に関する規則等の一部改正について

３　職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部改正について

16 平成28年11月30日

【協議事項】

１　北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案等に係る意見について

２　北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案に係る意見について

17 平成28年12月7日

【協議事項】

１　贈与等報告書の審査について

２　北海道職員等の育児休業等に関する条例及び北海道職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
　一部を改正する条例案等に係る意見について
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部次長級
以上

課長級 主幹級 主査級 一般職員 その他職員 計

2 3 4 10 12 3 34

　※その他職員～再任用短時間職員

　※H28.4.1現在

 

 

 

委員・
職員費

一般庶務
事務

採用試験等
実施事務

給与勧告
事務

公平審査等
実施事務

労働基準法
等施行事務

合　　計

284,076 9,435 19,350 2,075 1,749 788 317,473

 

 

事務局長 次　　長 総務審査課長 総務審査グループ

任      用グループ

給  与  課  長 給      与グループ

   イ　組織図

   ウ　平成28年度予算                                                           　　　　　　 （単位：千円）

(4)　国又は他の地方公共団体との連絡活動

開催地活動内容（会議名等）年　月　日

(3)　事務局

   ア　職員数                                                                        　　　　　　    （単位：人）

任  用  課  長

平成28年4月12日 全国人事委員会連合会役員会 東京都

平成28年4月25日 十六都道府県人事委員会協議会委員長・事務局長会議 宮城県仙台市

平成28年5月17日 東北・北海道地区人事委員会協議会委員長・事務局長会議 宮城県仙台市

平成28年6月10日 全国人事委員会連合会総会 東京都

平成28年7月7日 十六都道府県人事委員会協議会事務局長会議（7/7～8） 千葉県千葉市

平成28年8月9日 全国人事委員会連合会役員会 東京都

平成29年2月3日 全国人事委員会連合会役員会 東京都
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採用予定数 申込者数 受験者数 受験率
第1次合格

者数

最終合格者
数

競争倍率
(倍)

225 2110 1920 91.0% 956 456 4.2  

28 219 196 89.5% 101 45 4.4  

123 258 213 82.6% 152 110 1.9

50 867 664 76.6% 280 65 10.2  

62 347 284 81.8% 212 100 2.8  

189 1145 907 79.2% 604 354 2.6  

111 788 788 100.0% 386 138 5.7

175 1815 1597 88.0% 1335 262 6.1

60 761 524 68.9% 321 71 7.4

85 1239 1012 81.7% 815 102 9.9

190 1789 1386 77.5% 933 239 5.8

 

 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0

3 1 1 3 8

3 1 1 3 8

 

 

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

　

２　任用関係事務

(1)　競争試験の実施状況

A区分（６月）　技術系 平成28年6月26日 平成28年7月19日～21日 平成28年8月10日

A区分（９月）　一般行政・教育行政 平成28年9月25日 平成28年10月20日～24日 平成28年11月22日～26日 平成28年12月14日

A区分（９月）　警察行政・技術系・公立小中学校事務 平成28年9月25日

平成28年6月18日～26日 平成28年7月29日

警察官試験（Ｂ区分）　第１回

警察官試験（Ａ区分）　第１回

警察官試験（Ａ区分）　第２回

警察官試験（Ｂ区分）　第１回

警察官試験（Ｂ区分）　第２回

平成28年10月26日～29日 平成28年11月18日

B区分 平成28年9月25日 平成28年10月22日～11月11日 平成28年11月30日

平成28年5月8日 平成28年6月18日～26日 平成28年7月29日

C区分 （書類選考） 平成28年10月8日～10日 平成28年11月19日～20日 平成28年12月14日

警察官試験（Ａ区分）　第１回 平成28年5月8日

計

最終合格発表日

A区分（５月）　一般行政・教育行政 平成28年5月15日 平成28年6月6日～15日 平成28年7月9日～16日

次長及びその相当職

課長及びその相当職

上記以外の職

合　　計

警察官試験（Ｂ区分）　第２回 平成28年9月18日 平成28年10月22日～10月30日 平成28年12月2日

   イ　競争試験の実施状況                            　　　　　　　　　　　                        　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （単位：人・％）

種　　　類

A区分（５月）　一般行政・教育行政

A区分（５月）　警察行政

警察官試験（Ａ区分）　第２回 平成28年9月18日 平成28年10月22日～10月30日 平成28年12月2日

平成28年8月10日

A区分（５月）　警察行政 平成28年5月15日 平成28年7月4日～6日 平成28年8月10日

部長及びその相当職

次長及びその相当職

課長及びその相当職

職

(2)　採用選考の実施状況                                   　　　　　　           　　　　　　 （単位：人）

部局
知　　事 教育委員会 警　　察 その他 計

（注）職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則に基づき、任命権者において採用選考している職を除く。

(3)　昇任選考の実施状況                                                  （単位：人）

部局
知　　事 教育委員会 警　　察 その他

職

部長及びその相当職

A区分（６月）　技術系

A区分（９月）　一般行政・教育行政

A区分（９月）　警察行政・技術系・公立小中学校事務

B区分

C区分

合　　計

（注）職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則に基づき、任命権者において昇任選考している職を除く。

   ア　実施日

種　　　類 １次試験日 ２次試験日 ３次試験日
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３　平成28年職員の給与等に関する報告と勧告

平成２８年 給与勧告等の概要
平成28年10月７日
北海道人事委員会

〔本年の給与勧告のポイント〕
＜平成28年度の改定分＞
○ 給料表、期末・勤勉手当（ボーナス）ともに３年連続の引上げ
○ 医師・歯科医師及び獣医師に対する初任給調整手当の支給限度額の引上げ
○ 子に係る扶養手当の引上げ

＜平成29年度からの改定分＞
○ 扶養手当について、配偶者に係る手当額の引下げ、子に係る手当額の引上げ

《給与関係》
１ 民間給与との比較

・ 道内民間事業所の約13,000人の個人別給与を実地調査
・ 公務と民間との４月分給与について、主な給与決定要素である役職段階、学歴、年齢等を同じ

くする者同士を対比させるラスパイレス方式により比較
・ 特別給（ボーナス）については、昨年８月から本年７月までの民間の支給実績と公務の年間支

給月数とを比較
［給与の較差等］
<月例給> <特別給(ボーナス)>
民間給与 Ａ 職員給与 Ｂ 較差（Ａ－Ｂ） 民 間 職 員

減額前 388,676円 672円（ 0.17％） 4.28月 4.10月
389,348円

減額後 384,503円 4,845円（ 1.26％）
（注 「減額前」は給与の減額措置がないものとした場合であり 「減額後」は当該措置による場合である。） 、

２ 平成28年度の改定

月例給及び特別給に係る公民較差等の状況や、人事院勧告の内容等を勘案し、職員の給与につい
て次のとおり改定
(1) 給料表

人事院勧告の内容に準じて引上げ（行政職給料表の場合…初任給を1,500円引上げ、若年層に
ついても同程度の改定。その他の層は400円を基本に改定）

(2) 期末・勤勉手当（ボーナス）
年間支給月数を0.2月分引上げ（4.1月→4.3月、引上げ分は勤勉手当に配分）

<一般の職員の場合の支給月数>
区 分 ６ 月 期 12 月 期 合 計
期末手当 1.225月(現行どおり) 1.375月(現行どおり) 2.6月(現行どおり)
勤勉手当 0.75 月 → 0.85 月 0.75 月 → 0.85 月 1.5月 → 1.7月
合 計 1.975月 → 2.075月 2.125月 → 2.225月 4.1月 → 4.3月

(3) 初任給調整手当
医師・歯科医師及び獣医師に対する初任給調整手当の支給限度額を引上げ（100円～500円）

(4) 扶養手当
子に係る手当額を１人につき400円引上げ（6,500円→6,900円）

(5) 実施時期
平成28年４月１日から実施

◇改定額（改定率 〔行政職（一般 〕） ）

給 料 扶養手当 はね返り分※ 計
416円 230円 11円 657円（0.17％）

※地域手当など給料の月額等を算定基礎としている諸手当の増加分

<参考>◇平均給与等〔行政職（一般 〕） （給与の減額措置がないものとした場合）

改定額 平均年間給与平均年齢
改 定 前 の 改 定 後 の
平均給与月額 平均給与月額

43.8歳 382,621円 657円 383,278円 8.6万円増
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 全 部 容 認  一 部 容 認  全 部 否 認

給　与 1 1 2 1 1 2

旅　費

勤務時間

休　暇

執務環境

厚生福利

転　任

任　用

その他 1 1 1 1

計 1 2 3 1 1 1 3 0

 

 

 処 分 取 消  処 分 修 正  処 分 承 認

分限処分

降　給

降　任

休　職

分限免職

懲戒処分

戒　告

減　給 1 1 1 1

停　職

懲戒免職 1 1 2 1 1 2

転　　　任

そ　の　他

計 3 1 4 2 2 4 0

新規申立て
前年度から
の繰　越

 計（Ｂ）

(1)係属状況

４　勤務条件についての措置要求

係属件数 処　理　件　数

前年度から
の繰越

　　要求者に対する平成23年６月期から平成26年６月期までの勤勉手当において、「良好」（標語は「Ｃ」）とした成績区分を、「優秀」
  （標語は「Ｂ」）以上に修正する措置を執るよう、北海道教育委員会に勧告すること。

     ＜判定の要旨＞

新　規
計

（Ａ）
 却下 取下げ 打切り

判　　　　定  計

（Ｂ）

翌年度への
繰越
(A)-(B)

 勤勉手当の回復

要　求　内　容

(3)完結事案の概要

      勤勉手当の回復：平成26年(措)第４号（要求者　公立学校教員）

　＜要求事項＞

(2)完結事案一覧表

判　定

 公立学校教員 平成26年(措)第４号

　 ◇棄却
　　 要求者に係る評定記録に形式的な不備は認められず、要求者の勤務実績の評定内容についても、道教委の釈明と要求者の反論には乖離
　 が認められるものの、このことをもって直ちに本件における勤務実績の評定が虚偽の事実に基づいて行われたなどということはできず、
　 また、要求者のこのほかの主張も推測にとどまるものであり、本件評定が任命権者の裁量を逸脱して行われたことを示す根拠は見当たら
　 ないことから、本要求事項は容認できない。

完結年月日

係属件数 処　理　件　数

判　　定

５　不利益処分についての審査請求

(1)　係属状況

  区　分
翌年度への

繰越
(A)-(B)

打切り取下げ 却下計（Ａ）

 処分承認

1 1 1 1

 平成29年３月24日

 北海道教育委員会

要　求　者事案番号

 棄却 平成29年３月８日

 平成29年３月24日

(2)完結事案一覧表

事案番号 完結年月日 判　定

 公立学校教員

 戒告

 平成28年８月８日

 処分修正
 （停職１月）

平成28年第(不)第１号  北海道警察本部  警察官  懲戒免職

平成23年第(不)第１号  処分承認

処分者 請求者 処　分　の　内　容

平成23年第(不)第２号
 処分修正
 （戒告）

 減給１月

平成26年第(不)第４号  北海道教育委員会  高等学校教員  懲戒免職
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区　分

事業場数

 

 

 

今年度末設置数
　　　　Ａ＋Ｂ－Ｃ

685 236 1 3 925

７　公平委員会の事務の受託

昭和37年９月１日

受託年月日団　　体　　名

 北海道市町村職員退職手当組合

使用再開検査実施数 14 0 0 0 14

廃止数   Ｃ 17 2 0 0 19

変更検査実施数 0 1 0 0 1

前年度末設置数　Ａ 697 238 1 3 939

落成検査実施数　Ｂ 5 0 0 0 5

 石狩湾新港管理組合 昭和53年11月１日

(3)完結事案の概要

(2)特定機械等の設置及び検査状況（平成28年度末現在）

合　　計クレーンゴンドラ第一種圧力容器ボイラー区　　　分

６　労働基準監督機関としての職権の行使

(1)対象事業場

518233285

計官公署労基法別表第1第12号

 北海道市町村備荒資金組合 昭和37年９月１日

 北海道市町村総合事務組合 昭和37年９月１日

 苫小牧港管理組合 昭和40年11月１日

     ＜判定の要旨＞

　　◇処分修正（懲戒免職→停職１月）
　　　本件非違行為について、請求者が生徒の行為を拒んだり、やめるよう促したり、いさめたりすることはなかったとの事実を認定することは
　　できず、生徒との１回目の身体接触については、これを非難するだけの証拠はなく、２回目の身体接触についても、身体接触を可及的速やか
　　に回避しなかった限りで懲戒処分該当性を認めることができるものの、わいせつ行為とまで認めることはできず、本件処分は明らかに重きに
　　過ぎることから、停職１月に修正することが相当である。

   エ　わいせつ行為：平成28年第(不)第１号（請求者　警察官）

     ＜事案の概要＞

    路上において、帰宅途中の女性を雪山に押し倒した上、当該女性の着衣の上から陰部に触れるわいせつ行為を行った。

     ＜判定の要旨＞

　　◇処分承認
　　　本件女性の供述は、それ自体が具体的かつ自然であり、合理性を認めることが出来る一方、請求者の供述は、経験則や倫理則に照らして採
　　用できず、本件非違行為の事実を優に認めることができるところ、当該行為は、市民を守る警察官という立場にありながら、見ず知らずの女
　　性に対して突然陰部を触ったという悪質なものであって、処分者が免職をもって臨んだことに違法や不当な点は見当たらない。

　　◇処分承認【第１号事案】
　　◇処分修正【第２号事案】（減給１月→戒告）
　　　①　卒業式等の式典における起立斉唱行為は、教師の思想・良心の自由についての間接的な制約となる面があるが、本件各職務命令の目的
　　　　及び内容並びに制約の態様等を総合的に衡量すれば、制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められること、
　　　②　教師に葛藤を余儀なくさせることが、直ちに児童の具体的権利を害するとまではいえないこと、
　　　③　普通教育においては教師に完全な教育の自由までを認めることはできず、校長が、教師の行う教育活動において全く指示することがで
　　　　きないわけではないこと、
　　　④　教育目的を達成するため、児童を指導すべき立場にある教職員に対して起立斉唱行為を求めることは、一律に違法とまで断定できない
　　　　こと、
　　　⑤　道教委の職務命令に関する方針に変更があったことがうかがえたとしても、信義則違反とまで認めることはできないこと、
　　  　などの諸事情に照らすと、職務命令違反について戒告処分をもって臨むことについては、処分者の裁量権を逸脱しているものとはいえな
　　  　いが、戒告を超えて減給の処分を選択することが許容されるには、当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情を要する
      　ところ、本事案にそうした事情は認められないことから、減給処分は戒告処分に修正するのが相当である。

   ウ　わいせつ行為：平成26年第(不)第４号（請求者　高等学校教員）

     ＜事案の概要＞

　  寄宿舎舎監室において、夜間、生徒が突然抱きついてキスをしてきた際、これを拒否しなかったほか、その後、生徒が自ら下着等を脱ぎ、Ｔ
　シャツと部屋着だけとなってキスをしてきた際も、生徒の行為を止めるよう促したり、いさめたりしなかった。

   ア　国歌斉唱時不起立：平成23年第(不)第１号（請求者　公立学校教員）

   イ　国歌斉唱時不起立：平成23年第(不)第２号（請求者　公立学校教員） ※２事案併合

     ＜事案の概要＞

　　卒業式において、あらかじめ校長から国歌斉唱の際に起立するように指導や職務命令を受けていたにもかかわらず、起立しなかった。
　【第１号事案】
　　入学式において、あらかじめ校長から国歌斉唱の際に起立するように指導や職務命令を受けていたにもかかわらず、起立しなかった。
　【第２号事案】

     ＜判定の要旨＞
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